
成果物があるか？

修理以外の役務提供 顧客に提供する役務か？
（事業として⾏っているサービス）

NO
（⾃家利⽤） 適⽤なし

YES

⑦

情報成果物
デザイン

製品マニュアル等 顧客に提供する情報成果物か？ NO（⾃家利⽤） ⾃社内に作成部⾨があるか？ NO 適⽤なし

YES ④
YES

情報成果物以外 顧客に提供する物品か？ NO（⾃家利⽤） ⾃社内に製造部
⾨があるか？

NO 適⽤なし
YES

①

YES

顧客に提供する物品の修
理に必要な物品か？

YES

NO

NO
顧客に提供する修理か？ NO（⾃家利⽤） NO 適⽤なし⾃社内に修理部⾨があるか？

YES
②

YES

YES

修理

⑥

倉庫への保管・情報処理（電⼦計算機を⽤いる計算、検索） ⑤

プログラムの作成

倉庫への保管・情報処理以外

プログラムの作成以外

顧客に提供する物品等
の運送委託か？

NO

YES
③

2025©ターナー法律事務所



結果中⼩受託事業者の
資本⾦額or従業員数適⽤区分名該当

番号

取適法の
適⽤あり

3億円以下の場合
（個⼈事業者含む）

or
３００⼈以下の場合

物品の製造委託①
修理委託②
特定運送委託③
プログラムの作成に係る情報成果物作成委託④
運送、物品の倉庫における保管及び情報処理⑤

取適法の
適⽤あり

５千万円以下の場合
（個⼈事業者含む）

or
１００⼈以下の場合

情報成果物作成委託（プログラムの作成除く）⑥

役務提供委託
（運送、物品の倉庫保管及び情報処理を除く）⑦

取適法の
適⽤なしー該当なし⑧

▼フローチャート結果
（委託事業者の資本⾦３億円超、かつ、従業員数３００⼈超の場合）
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結果中⼩受託事業者の
資本⾦額or従業員数適⽤区分名該当

番号

取適法の
適⽤あり

3億円以下の場合
（個⼈事業者含む）

物品の製造委託①
修理委託②
特定運送委託③
プログラムの作成に係る情報成果物作成委託④
運送、物品の倉庫における保管及び情報処理⑤

取適法の
適⽤あり

５千万円以下の場合
（個⼈事業者含む）

or
１００⼈以下の場合

情報成果物作成委託（プログラムの作成除く）⑥

役務提供委託
（運送、物品の倉庫保管及び情報処理を除く）⑦

取適法の
適⽤なしー該当なし⑧

▼フローチャート結果
（委託事業者の資本⾦３億円超、かつ、従業員数１００⼈超３００⼈以下の場合）
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結果中⼩受託事業者の
資本⾦額or従業員数適⽤区分名該当

番号

取適法の
適⽤あり

3億円以下の場合
（個⼈事業者含む）

物品の製造委託①
修理委託②
特定運送委託③
プログラムの作成に係る情報成果物作成委託④
運送、物品の倉庫における保管及び情報処理⑤

取適法の
適⽤あり

５千万円以下の場合
（個⼈事業者含む）

情報成果物作成委託（プログラムの作成除く）⑥
役務提供委託
（運送、物品の倉庫保管及び情報処理を除く）⑦

取適法の
適⽤なしー該当なし⑧

▼フローチャート結果
（委託事業者の資本⾦３億円超、かつ、従業員数１００⼈以下の場合）
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結果中⼩受託事業者の
資本⾦額or従業員数適⽤区分名該当

番号

取適法の
適⽤あり

1千万円以下の場合
（個⼈事業者含む）

⼜は
３００⼈以下の場合

物品の製造委託①
修理委託②
特定運送委託③
プログラムの作成に係る情報成果物作成委託④
運送、物品の倉庫における保管及び情報処理⑤

取適法の
適⽤あり

５千万円以下の場合
（個⼈事業者含む）

⼜は
１００⼈以下の場合

情報成果物作成委託（プログラムの作成除く）⑥

役務提供委託
（運送、物品の倉庫保管及び情報処理を除く）⑦

取適法の
適⽤なしー該当なし⑧

▼フローチャート結果
（委託事業者の資本⾦５千万円超３億円以下、かつ、従業員数３００⼈超の場合）
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結果中⼩受託事業者の
資本⾦額or従業員数適⽤区分名該当

番号

取適法の
適⽤あり

1千万円以下の場合
（個⼈事業者含む）

物品の製造委託①
修理委託②
特定運送委託③
プログラムの作成に係る情報成果物作成委託④
運送、物品の倉庫における保管及び情報処理⑤

取適法の
適⽤あり

５千万円以下の場合
（個⼈事業者含む）

⼜は
１００⼈以下の場合

情報成果物作成委託（プログラムの作成除く）⑥

役務提供委託
（運送、物品の倉庫保管及び情報処理を除く）⑦

取適法の
適⽤なしー該当なし⑧

▼フローチャート結果
（委託事業者の資本⾦５千万円超３億円以下、かつ、従業員数100⼈超300⼈以下の場合）
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結果中⼩受託事業者の
資本⾦額or従業員数適⽤区分名該当

番号

取適法の
適⽤あり

1千万円以下の場合
（個⼈事業者含む）

物品の製造委託①
修理委託②
特定運送委託③
プログラムの作成に係る情報成果物作成委託④
運送、物品の倉庫における保管及び情報処理⑤

取適法の
適⽤あり

５千万円以下の場合
（個⼈事業者含む）

情報成果物作成委託（プログラムの作成除く）⑥
役務提供委託
（運送、物品の倉庫保管及び情報処理を除く）⑦

取適法の
適⽤なしー該当なし⑧

▼フローチャート結果
（委託事業者の資本⾦５千万円超３億円以下、かつ、従業員数100⼈以下の場合）
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結果中⼩受託事業者の
資本⾦額or従業員数適⽤区分名該当

番号

取適法の
適⽤あり

1千万円以下の場合
（個⼈事業者含む）

⼜は
３００⼈以下の場合

物品の製造委託①
修理委託②
特定運送委託③
プログラムの作成に係る情報成果物作成委託④
運送、物品の倉庫における保管及び情報処理⑤

取適法の
適⽤あり

１千万円以下の場合
（個⼈事業者含む）

⼜は
１００⼈以下の場合

情報成果物作成委託（プログラムの作成除く）⑥

役務提供委託
（運送、物品の倉庫保管及び情報処理を除く）⑦

取適法の
適⽤なしー該当なし⑧

▼フローチャート結果
（委託事業者の資本⾦1千万円超５千万円以下、かつ、従業員数３００⼈超の場合）
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結果中⼩受託事業者の
資本⾦額or従業員数適⽤区分名該当

番号

取適法の
適⽤あり

1千万円以下の場合
（個⼈事業者含む）

物品の製造委託①
修理委託②
特定運送委託③
プログラムの作成に係る情報成果物作成委託④
運送、物品の倉庫における保管及び情報処理⑤

取適法の
適⽤あり

１千万円以下の場合
（個⼈事業者含む）

⼜は
１００⼈以下の場合

情報成果物作成委託（プログラムの作成除く）⑥

役務提供委託
（運送、物品の倉庫保管及び情報処理を除く）⑦

取適法の
適⽤なしー該当なし⑧

▼フローチャート結果
（委託事業者の資本⾦1千万円超５千万円以下、かつ、従業員数１００⼈超３００⼈以下の場合）
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結果中⼩受託事業者の
資本⾦額or従業員数適⽤区分名該当

番号

取適法の
適⽤あり

1千万円以下の場合
（個⼈事業者含む）

物品の製造委託①
修理委託②
特定運送委託③
プログラムの作成に係る情報成果物作成委託④
運送、物品の倉庫における保管及び情報処理⑤

取適法の
適⽤あり

１千万円以下の場合
（個⼈事業者含む）

情報成果物作成委託（プログラムの作成除く）⑥
役務提供委託
（運送、物品の倉庫保管及び情報処理を除く）⑦

取適法の
適⽤なしー該当なし⑧

▼フローチャート結果
（委託事業者の資本⾦1千万円超５千万円以下、かつ、従業員数１００⼈以下の場合）
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結果中⼩受託事業者の
資本⾦額or従業員数適⽤区分名該当

番号

取適法の
適⽤あり３００⼈以下の場合

物品の製造委託①
修理委託②
特定運送委託③
プログラムの作成に係る情報成果物作成委託④
運送、物品の倉庫における保管及び情報処理⑤

取適法の
適⽤あり１００⼈以下の場合

情報成果物作成委託（プログラムの作成除く）⑥
役務提供委託
（運送、物品の倉庫保管及び情報処理を除く）⑦

取適法の
適⽤なしー該当なし⑧

▼フローチャート結果
（委託事業者の資本⾦1千万円以下、かつ、従業員数３００⼈超の場合）
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結果中⼩受託事業者の
資本⾦額or従業員数適⽤区分名該当

番号

取適法の
適⽤なしー

物品の製造委託①
修理委託②
特定運送委託③
プログラムの作成に係る情報成果物作成委託④
運送、物品の倉庫における保管及び情報処理⑤

取適法の
適⽤あり１００⼈以下の場合

情報成果物作成委託（プログラムの作成除く）⑥
役務提供委託
（運送、物品の倉庫保管及び情報処理を除く）⑦

取適法の
適⽤なしー該当なし⑧

▼フローチャート結果
（委託事業者の資本⾦1千万円以下、かつ、従業員数１００⼈超３００⼈以下の場合）
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結果中⼩受託事業者の
資本⾦額or従業員数適⽤区分名該当

番号

取適法の
適⽤なしー

物品の製造委託①
修理委託②
特定運送委託③
プログラムの作成に係る情報成果物作成委託④
運送、物品の倉庫における保管及び情報処理⑤

取適法の
適⽤なしー

情報成果物作成委託（プログラムの作成除く）⑥
役務提供委託
（運送、物品の倉庫保管及び情報処理を除く）⑦

取適法の
適⽤なしー該当なし⑧

▼フローチャート結果
（委託事業者の資本⾦1千万円以下、かつ、従業員数１００⼈以下の場合）
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